
埼玉県内　障害者就業・生活支援センターの概要
運営法人名
住所
連絡先

センターウェブサイト（URL）
特定非営利活動法人東松山障害者就労支援センター
〒355-0028　東松山市箭弓町1-11-7　ハイムグランデ東松山2階
０４９３－２４－５６５８

https://www.zac-saitama.org/
社会福祉法人　美里会
〒367-0101　埼玉県児玉郡美里町小茂田756-3
０４９５－７６－０６２７

Http://www.misatokai.com
社会福祉法人　啓和会
〒346-0011　久喜市青毛753－1　ふれあいセンター久喜2階
０４８０－２１－３４００

http://www.keiwa.or.jp/
社会福祉法人　清心会
〒368-0032　秩父市熊木町12-21　さやかサポートセンター内
０４９４－２１－７１７１

http://sayaka.or.jp/
社会福祉法人あげお福祉会
〒362-0075　上尾市柏座1‐1‐15　プラザ館5階
０４８－７６７－８９９１

http://park1.wakwak.com/~ageofukushikai/
社会福祉法人　熊谷礎福祉会
〒360-0192　　埼玉県熊谷市江南中央1-1　江南行政センター3階
０４８－５９８－７６６９

http://kumagayaishizue.boo.jp/
社会福祉法人　親愛会
〒350-1150　川越市中台南2-17-15
０４９－２４６－５３２１

http://www.sinaikai.or.jp
社会福祉法人　草加市社会福祉事業団
〒340-0011　草加市栄町2-1-32
０４８－９３５－６６１１

https://sswo.or.jp/facility/mirai
社会福祉法人戸田わかくさ会
〒335-0021　戸田市新曽1993-21　ｶｰｻ・ﾌｫﾙﾃ北戸田1階
０４８－４３２－８１９７

http://www.wakakusa-kai.com/minami
社会福祉法人ヤマト自立センター
〒352-0017　新座市菅沢1-3-1
０４８－４８０－３６０３

https://yamato-jiritsu.jp/nakapotsu/index.html

障害者就業・生活支援センターＣＳＡ

・圏域内で、地方都市ならではの職住接近という働き方が実現できるよう、生活面も含めたきめ細かい支援を行います。
・相談支援事業所やヘルパーステーションが併設されている総合支援センターとして運営がなされています。
・ハローワークや地域内のほとんどの福祉サービス事業所（就労移行、就労継続支援B型）との連絡会議を定期的に持ち、
切れ目のない安心して働ける環境づくりに努力しています。

障害者就業・生活支援センターSWAN

旧　比企保健福祉圏域（東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・吉見町・
川島町・鳩山町・東秩父村）

川越市・鶴ヶ島市・坂戸市

草加市

川口市・蕨市・戸田市

新座市・朝霞市・志木市・和光市・富士見市・ふじみ野市・三芳町

障害者就業・生活支援センターこだま

埼葛北障害者就業・生活支援センター

秩父障がい者就業・生活支援センターキャップ

障害者就業・生活支援センターZAC

本庄市・上里町・神川町・美里町

久喜市・幸手市・蓮田市・白岡市・宮代町・杉戸町・加須市・羽生市・行田市

秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町

熊谷市・深谷市・寄居町

上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市・伊奈町

センター名

・多様化する支援ニーズに対応するべく、地域の支援機関との連携を大切にし、相談者への情報や選択肢の提示を多く持
ち、地域で支える就労支援を実践しています。
・社会福祉士と精神保健福祉士を1名ずつ配置し、専門的な相談支援を実施しています。
・運営法人はヤマト運輸を含むヤマトグループのひとつとして、グループ全体で積極的に障害者雇用を進めています。

障害者就業・生活支援センターかわごえ

東部障がい者就業・生活支援センターみらい

障害者就業・生活支援センターみなみ

障がい者就業・生活支援センター遊谷

・支援段階ごとに職員が役割分担をし、1人の方を複数で支援する体制を取っています。
・10名の職員のうち、2名がジョブコーチ、4名が精神保健福祉士の資格を持っています。
・新規登録者や転職希望者を対象に作業検査を行い、方向性を検討、提案します。検査の結果、福祉事業所利用支援や就
職支援をおこないます。また就職後は職場訪問・面談等の職場定着支援をおこなっています。

・企業で働きたい、雇用したい企業の皆様への相談・支援、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行っております。
・様々な業種、資格を持った経験豊富な職員による体制を整えております。
・障害種別に問わず、個々の特性を見極めての支援をしております。
・行政機関、医療機関、福祉サービス事業所等と連携し、地域就労を積極的に行っております。

法人の「生きるを支える」という理念をもとに、障害がある方の「働きたい」という希望に対して、アセスメントの実施や支援内
容の整理・必要な支援の明確化を行います。また、生活していくために必要なことに対して、他機関と連携しながら支援を
行っているセンターとなっています。

・働く事について共に考え、就職後も長く勤められるようにサポートを行います。また雇用を考えている事業主に対してもご相
談をお受けします。
・就職支援・定着支援ごとの担当地域でのエリア会議を月1回開催し、支援状況の共有及びケース検討を行い、登録者の就
労支援が円滑に行われるように相談に応じています。地域の関係機関と連携しながら支援します。

・障害のある方の働きたい思いに寄り添い、仕事面と生活面を含めてその人らしい働き方を一緒に考えていきます。また、障
害者雇用をしたい事業主の方を関係機関と連携しながら支援しています。
・6人の職員体制のうち、精神保健福祉士3名、社会福祉士3名の資格所持者がいます。
・働いている知的障害のある方、精神障害のある方を対象としたサロン活動を実施しています。

センターの特徴

・障がいのある方の「働きたい」を「支え続ける」ことを全ての事業コンセプトとし、この「障がいのある方の働くを支え続ける」と
いう活動を通じて、誰もが住みやすいと思える街づくりを目指しています。
・当該事業配置職員6名のうち、職場適応援助者養成研修修了者5名、またPSW資格者1名を配置しています。
・就労アセスメントに力を入れており、法人独自に職業準備性評価の行える相談室を県内に2ヶ所設置しています。

・ご本人の意向に寄り添い、その人らしい人生を送る為に必要な「就業面」「生活面」の一体的な相談・支援を行なっていま
す。又、企業が障がいのある方を雇用するにあたっての相談等にも応対しています。
・社会福祉士、介護福祉士(ケアマネージャー）の他、企業経験豊富な職員等も在勤している為、障がいに対する理解、それ
を考慮した就労支援等を幅広く展開しています。
・年末年始を除いて全日開所し、来所相談を受け付けています（要予約）。又、年４回程就労している方を対象に「交流会」を
開催しています。障がいのある方同士の交流や、日々の悩み解消、定着する事の課題等の解決等に繋げています。

・法人の設立理念は「人間の尊重と地域社会との共生」であり、一人一人の可能性を見つけ、その人らしい働き方やその人
らしい生活を築くことを目指しています。
・7人の職員は、社会福祉士2名、介護福祉士2名、臨床心理士・公認心理師1名、社会福祉主事2名の構成です。
・在職者の交流活動「シャインの会」を年4回開催し、当事者同士の交流や社会スキルアップ等を図っています。

支援地域（市町村）


